
                              令和 3 年 9 月 7 日 

＜労務講座＞ 
 

人事労務の基礎知識（就業規則作成・見直しの実務） 

  主催 鹿児島県経営者協会 

 

就業規則は労働条件設定のための根本規則であり、その重要性は近年ますます高まるばかり

です。さらに、コロナ禍で働き方も多様化してきています。昔作成した就業規則を何年も見直

すことなく、実態と規則の内容が大きく乖離していることもしばしば。「就業規則は以前作成し

たから大丈夫！」と安心していないでしょうか？ 

実態と異なる就業規則は、労務リスクを増大させるおそれがあり随時見直しをすることが重

要です。今回は、人事労務の基礎について就業規則を通じて学び、見直しのタイミングや改定

方法、押さえておくべきポイントなど労務管理の勘どころを解説していただきます。 

なお、県や会場の方針に則り感染防止対策を講じた上で開催致しますが、ご来場の際は皆様

マスクを着用いただき、当日体調不良の際はご無理なさらないようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1）日 時  令和３年 １０月 ７日（木） １３時３０分 ～ １５時３０分 

2）場 所  宝山ホール ２階 第３会議室  〔 TEL 099-223-4221 〕 

3）内 容  ・就業規則の重要性 

       ・見直しのポイント 

・社内の制度に変更が生じたときや新たに設定するとき 

・就業規則を変更の手続き、留意点 

・就業規則をめぐる諸問題 ほか 

 

4）講 師    社会保険労務士法人 ＨＲ Ｔｒｕｓｔ 

代表 特定社会保険労務士   江原 充志 氏 

5）定 員   ４０名 〔定員になり次第、締め切らせていただきます。複数参加可能です。〕 

  6）参加費   会 員 3,000 円 ／人    会員外 12,000 ／人 

7）申 込   ・下記申込書に記入の上、ＦＡＸまたはメールにて事務局へお申込み下さい。 

       ・お申し込みの方へ連絡事項等をお送りいたします。 

・参加費につきましては、基本当日会場にて申し受けますが、請求書等 

ご希望の方はお申し付けください。 

                          （切り取らずそのままお送りください）   

鹿児島県経営者協会 (申込みは、FAX ０９９－２２５－０４０２ 、nakao-ta@po.minc.ne.jp)   

＜労務講座＞ 参加申込書  

会社名                        （ＴＥＬ                ） 

ご担当者所属：               FAX またはﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

     ご氏名： 

                 

  ＜参加者＞ 所属部･課名          ご 氏 名 

1)                                 

  2)                                 

  ご記入頂いたデータは、参加者名簿以外への使用はせず、適切な個人情報管理を致します。 

＜申し込み先＞ 鹿児島県経営者協会 担当：中尾  TEL 099-222-3489   FAX 099-225-0402 

 


